
スマートインターチェンジ詳細設計業務委託仕様書

（適用）

第１条 本特記仕様書は、

R7国補都計委第 1 号

スマートインターチェンジ詳細設計業務委託

に適用する。

２ 本特記仕様書は、茨城県設計業務共通仕様書(以下併せて、｢共通仕様書｣という)を補

完する。

（目的）

第２条 本業務は、スマートＩＣの整備に向け、道路詳細設計および取付道路詳細設計、

平面交差点詳細設計、交差点照明施設詳細設計、大型用排水路詳細設計、調整池詳細設

計、環境調査を行うとともに、関係地権者の調査等を行い、整備に向けた必要な資料の

作成をするものとする。

（履行場所）

第３条 履行場所は、別添位置図のとおりとする。

（履行期間）

第４条 履行期間は、契約の翌日より令和8年3月20日までとする。

（業務内容）

第５条 この業務における業務内容は、以下のとおりとする。

（１）道路詳細設計(Ａ)

道路詳細設計 (Ａ) は、与えられた平面図 (縮尺1/1,500) 、縦横断図ならびにR6

市単都計委第5号スマートインターチェンジ設置検討調査業務委託の成果にもとづい

て、道路工事に必要な縦横断の設計及び小構造物の設計を行い、各工種別数量計算等

を行う。

（２）調整池修正設計業務

計画地周辺(流域)において、排水計算より必要な調整池容量を算出し、設計図の作

成及び概算工事費の算出までを行う。

（３）環境調査

本調査は茨城県設計業務等共通仕様書道路編第１章に準ずるものとする。

（４）関係機関協議等の支援

本業務の検討結果を用いて資料を作成し、関係機関（東日本高速道路株式会社・茨

城県・警察等）との協議に必要な支援を行う。

（使用する規程等）

第６条 この業務に使用する規程等は、本特記仕様書のほか、次に掲げるものとする。

(１)本業務の業務委託契約書

(２)茨城県設計業務共通仕様書

(３)その他（業務遂行に必要となる図書）



（管理技術者）

第７条 共通仕様書第 1107 条の 3に規定する技術士の部門は、総合技術監理部門（建設）

または建設部門とし、同様の業務の経験・実績を有する者とする。

（照査技術者）

第８条 照査技術者は、管理技術者と同等の資格・経験を有する者とするが、管理技術者

を兼務出来ないものとする。

（打合せ協議）

第９条 この業務における打合せ協議は、第 1回打合せ及び中間打合せ 6回、成果品納入

時の計 3回とし、それぞれ管理技術者が立ち会うこと。

２ 打合せ記録簿は、その都度監督員に提出すること。

（現地踏査）

第 10 条 業務着手にあたり、本業務対象付近の状況を把握するものとする。

２ 必要となる作業においては、必要となる明確な理由をまとめ監督員と協議するものと

する。

（身分証明書の携帯等）

第 11 条 受託者は、作業の実施にあたり、国、公有又は私有の土地に立ち入る場合には、

共通仕様書第 1116 条第の 1に基づき、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。

２ 前項の身分証明書は発注者が発行する。

（安全管理）

第 12 条 受託者は、現場での作業に際して、業務関係者のみならず、付近住民、通行車

両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、車道及び歩道等で作業を行う

場合は、監督員と協議のうえ必要に応じ交通整理員を配置すること。

（土地への立ち入り等）

第 13 条 受託者は、業務を実施するため第３者が占有する土地に立ち入る場合、又は立

木伐採等を行う場合は、共通仕様書第 1116 条の 4に基づき、監督員及び関係者と十分

な協調を保ち、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得な

い理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに監督員と協議し、そ

の指示に従うこと。

２ 前項における借地料、伐採その他の補償は、あらかじめ発注者が認めたものを除き、

受託者が負担するものとする。

（成果品の照査）

第 14 条 本業務における基本事項の照査は、「詳細設計照査要領」（茨城県土木部）に基

づき実施するものとする。

（納入する成果品等）

第15条 納入する成果品等は、別紙1のとおりとする。



（成果品等の手直し）

第16条 受託者は、業務完了後に受託者の過失、粗漏に起因する不良箇所が発見された場

合には、監督員の指示により、訂正、補足その他の措置を行うこと。

（業務カルテの登録業務）

第 17 条 本業務は、業務カルテの登録対象業務であるので、共通仕様書第 1110 条の 3に

則り、測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）への登録及び業務カルテ受

領書の写しの監督員への提出等を行わなければならない。

（新技術情報提供システム等の活用）

第 18 条 受託者は、共通仕様書第 1209 条の 11 に基づき、当該設計に関わる新技術・新

工法について、国土交通省の「新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）」及び「茨城県

版新技術等情報提供データベース（ＩＴ‘Ｓ）」を検索・参照するなどにより情報収集

し、その結果を踏まえ活用の可能性について監督員と協議を行うものとする。

（個人情報等の取り扱いについて）

第19条 当業務における個人情報等の取り扱いについては、業務委託契約書のとおり実施

すること。

２ 業務着手前に「個人情報の安全管理措置の実施に関する報告書」を作成し、監督員に

提出すること。

（その他）

第20条 業務の実施にあたり、設計図書等に疑義を生じた場合は、速やかに監督員と協議

のうえ、その指示に従うこと。



別紙1

納入する成果品等

１．納入する成果品

２．提出する記録及び資料

品 名 数 量 摘 要

製本 1部 打合せ記録簿含む

電子媒体 2枚 ＣＤ－Ｒ

品 名 数 量 摘 要

打合せ記録簿 1部 製本に綴じる


